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　特記仕様書第1章9.発生材の処理等に、「再資源化等するもの※電線、ケーブル
※配電盤類」と記載があります。また、14.完成図書類では、産業廃棄物処理関係
書類の提出が明記されております。
　今回の工事では、ケーブルは有価物として処理するのか、産業廃棄物として処理
をするのが望ましいのかわかりません。ご教示ください。

　本工事のケーブルについては、有価物として処理をいたします。
　被覆の処分については、契約後、受注者と協議いたします。
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